
子どもが生まれたとき

各種助成・手当・支援制度

� ※作成日時点の内容であり、変更されることがあります。

福祉制度を利用するためには申請が必要です
福祉制度は、国や静岡県、袋井市が行うものがあります。公的なサービスを受ける場合は、ほとん
どは申請が必要になりますので、ご利用前に、各種制度の窓口・問い合わせ先にご確認ください。

 �出生証明書�
 �来庁者の本人確認書類（マイナンバー
カードなど）
 �母子健康手帳

持ち物

出生届
問 �市民課 戸籍住民係� �
☎0538-44-3112

生まれた日を含めて14日以内に出
生の届出をしてください。ただし、
住所地以外に届出をした場合は、児
童手当や子ども医療費の手続きについては住
所地の市町村役場へお問い合わせください。

出産育児一時金
問 �保険課 保険給付係� �
☎0538-44-3191

国民健康保険の加入者が出産した
ときに世帯主へ出産育児一時金50
万円（場合により48万8,000円）が
支給されます。
袋井市国民健康保険へ申請が必要となりま
す。なお妊娠4か月以上（12週または85日以
上）の死産・流産の場合にも支給されます。
原則として、国保から医療機関に直接支払わ
れます（直接支払制度）。
直接支払制度を利用せず、国民健康保険から
受け取ることもできます。ただし、他の健康保
険などから支給がある場合には、国民健康保
険からは支給されません。袋井市国民健康保
険の加入者以外の方は、加入されている健康
保険へお問い合わせください。

 �出生届�
 �母子健康手帳

持ち物

マイナンバーカードの申請
問 �市民課ワンストップ窓口推進室� �
☎0538-44-3108

マイナンバーカードの申請を出生
届と同時に行うことができます。出
生届提出時に市役所もしくは支所
で申請が行えます。カードは申請から7～10日
程でご自宅に届きます。
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問 �こども政策課 企画係　☎0538-44-3184

●�障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金加入中に、病気やケガで障害者となり、日常生活に制限を受ける状態
になったとき受給することができます。
保険課 国保年金係　☎0538-44-3113
住　所 �袋井市新屋1-1-1
時　間 8：30～17：15　※土日祝日・年末年始を除く

●�心身障害者扶養共済制度
心身に障がいのある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることによ
り、保護者に万一（死亡・重度障がい）のことがあった場合、残された障がいのある方
に終身定額の年金を支給する制度です。

協賛店舗・施設での買い物などの時、このカー
ドを提示することにより、お店ごとに定めた
特典や優待を受けることができます。
対象になるのは �
・18歳未満の子どもの保護者
・母子健康手帳の交付を受けた妊婦
�協賛している店舗・施設等は
・�協賛している店舗等は、右の標示
を掲示しているお店です。しずお
か子育て優待カードは、全国でご
利用できます。

カードの使用方法
①�カードの裏面に、18歳未満のお子さんの氏
名・生年月日をご記入ください。
②�利用する際には、お子さん同伴のうえカード
をご提示ください。特典や割引を受けること
ができます。妊娠中の方につきましては、併
せて母子健康手帳のご提示をお願いします。

協賛店舗は袋井市ホームペー
ジ内の「しずおか子育て優待
カード協賛店舗・施設検索シス
テム」より検索してください。

しずおか子育て優待カード ～子育て家庭への応援事業～

年金等

しずおか子育て優待カード とは・・・

③�新たにお子さんがお生まれになりました
ら、カードに氏名・生年月日を追加記入して
ください。
④�カードが使用できる期間は、お子さんが満
18歳になるまでです。
⑤�カードの紛失や汚損等で使えなくなった場
合には、こども政策課までご連絡ください。

しずおか子育て優待カー
ドがアプリになりました
インストールは
こちらから▼

Check!
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